
措
置
法
」
で
は
、
廃
棄
物
焼
却
炉

な
ど
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
事

業
者
は
、
排
出
ガ
ス
な
ど
に
含
ま

れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度
を
測

定
し
、
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
平
成

十
九
年
度
分
の
事
業
者
か
ら
の
報

告
を
集
計
し
ま
し
た
の
で
、
右
表

の
と
お
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

報
告
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
う

ち
、
ば
い
じ
ん
の
処
理
基
準
を
超

過
し
た
三
施
設
に
対
し
て
は
、
特

別
な
処
理
を
行
う
よ
う
に
指
導
し

ま
し
た
。

広報川越№1179・2008.７.25広報川越№1179・2008.７.25広報川越№1179・2008.７.25 川越市役所・℡049－224－8811川越市役所・℡049－224－8811川越市役所・℡049－224－8811 http://www.city.kawagoe.saitama.jp/http://www.city.kawagoe.saitama.jp/http://www.city.kawagoe.saitama.jp/ ６６６

排出基準…特定施設の排出ガスに含まれるダイオキシン類
の許容範囲のこと。施設の種類や規模ごとに定められて
いる
処理基準…ばいじん・燃え殻を処分する場合は、この基準
以内となるようにしなければならない。処理基準を超え
た場合は、特別な処理が必要になる
ng…ナノグラム。10億分の１グラムのこと
TEQ…毒性等量。ダイオキシン類のそれぞれの異性体濃
度を最も毒性の強いダイオキシンに換算して合計したも
の

未
報
告
の
う
ち
二
施
設
は
施
設

未
完
成
の
た
め
測
定
で
き
な
か
っ

た
施
設
で
す
。
ま
た
、
ば
い
じ
ん

三
施
設
お
よ
び
燃
え
殻
一
施
設
に

つ
い
て
は
、
排
出
な
し
・
測
定
必

要
量
未
満
の
た
め
測
定
結
果
報
告

が
な
か
っ
た
施
設
で
す
。

測
定
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
環

境
保
全
課
（
本
庁
舎
五
階
）
の
窓

口
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
環
境
保
全
課

℡
２
２
４-

５
８
９
４

行
政
委
員
の
選
任
（
敬
称
略
）

農
業
委
員
会
委
員

大お
お

河こ

内う
ち

裕ゆ
う

之じ

（
木き

野の

目め

八
八
五
・
六
月
二
十
四
日
付
け
）

清し

水み
ず

京き
ょ
う

子こ

（
野の

田だ

町ま
ち

一
丁
目
一
一-

一
二
三
・
七
月
一
日
付
け
）

問
い
合
わ
せ
…
職
員
課
・
℡
２
２
４-

５
５
５
３

排出ガス ばいじん 燃え殻
対 象 施 設 数 16 15 15
基準適合施設数 14 7 12
基準超過施設数 0 3 0
未報告施設数 2 5 3

排出基準 処理基準
基 準 値 0.1～10 3

ng-TEQ/m3N ng-TEQ/g

報告測定値平均 0.48 4.8 0.48

川
越
市
地
球
温
暖
化
対

策
条
例
施
行
規
則
（
案
）

に
対
す
る
意
見
を
募
集

し
ま
す

市
で
は
、「
地
球
温
暖
化
対
策

条
例
」
に
基
づ
く
「
川
越
市
地
球

温
暖
化
対
策
条
例
施
行
規
則
」
の

制
定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
対

象
と
な
る
事
業
者
の
範
囲
な
ど
を

規
定
す
る
同
規
則
（
案
）
に
対
す

る
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間
…
８
月
25
日
席
ま
で

（
必
着
）

対
象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

ま
た
は
市
の
事
務
事
業
に
利
害

関
係
が
あ
る
方

閲
覧
場
所
…
環
境
政
策
課
（
本
庁

舎
五
階
）
・
出
張
所
・
連
絡

所
・
公
民
館
・
図
書
館

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
提
出
方
法
…
住
所
・
氏

名
・
連
絡
先
（
電
話
番
号
な

ど
）、
在
勤
・
在
学
の
方
は
勤

務
先
・
学
校
名
、
利
害
関
係
が

あ
る
方
は
そ
の
内
容
を
明
記

し
、
〒
３
５
０-

８
６
０
１
川

越
市
役
所
環
境
政
策
課
に
持
参

（
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
提
出

で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
意
見
に

対
す
る
考
え
方
と
案
を
修
正
し
た

場
合
の
内
容
を
公
表
し
ま
す
。
類

似
の
意
見
は
取
り
ま
と
め
て
公
表

し
、個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
個
人
情
報
は
公
表
し
ま

せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
…
環
境
政
策
課

℡
２
２
４-

５
８
６
６

FAX
２
２
５-

９
８
０
０

在
宅
医
療
廃
棄
物
の
分
類

と
出
し
方
に
つ
い
て

家
庭
で
使
っ
た
医
療
廃
棄
物

は
、
次
の
と
お
り
、
正
し
く
処
理

し
て
く
だ
さ
い
。

種
類
に
よ
っ
て
、
可
燃
ご
み
と

し
て
市
で
処
理
で
き
る
物
と
処
理

で
き
な
い
物
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
で
処
理
で
き
る
物

種
類
…
点
滴
バ
ッ
グ
・
腹
膜
透
析

用
バ
ッ
グ
お
よ
び
付
属
の
チ
ュ

ー
ブ
な
ど
、
感
染
性
の
な
い
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

出
し
方
…
バ
ッ
グ
は
中
身
を
空
に

し
、
チ
ュ
ー
ブ
は
五
十
セ
ン
チ

未
満
に
切
っ
て
、
透
明
ま
た
は

半
透
明
の
袋
に
入
れ
て
「
可
燃

ご
み
」
の
日
に
出
す

市
で
処
理
で
き
な
い
物

（
ご
み
集
積
所
に
は
出
せ
ま
せ
ん
）

種
類
…
注
射
器
・
注
射
針
な
ど
、

感
染
性
の
あ
る
物
や
鋭
利
な
物

出
し
方
…
か
か
り
つ
け
の
医
療
機

関
な
ど
に
相
談
し
て
、
処
理
を

依
頼
す
る

問
い
合
わ
せ
…
資
源
循
環
推
進
課

℡
２
２
４-
５
９
０
８

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度

測
定
結
果
の
お
知
ら
せ

■
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措

置
法
に
基
づ
く
設
置
者
に
よ
る

測
定
結
果
を
集
計

「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別



品
の
「
ま
ち
か
ど
審
査
会
」
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

日
時
・
会
場
…
８
月
８
日
昔
＝
川

越
ま
つ
り
会
館
屋
外
通
路
▼
９

日
析
＝
ク
レ
ア
パ
ー
ク
、
午
前

10
時
〜
午
後
３
時

＊
表
彰
の
種
類
に
は
、
都
市
景
観

デ
ザ
イ
ン
賞
と
都
市
景
観
ポ
イ
ン

ト
賞
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
都
市
景
観
課

℡
２
２
４-

５
９
６
１

●
食
酢
（
米
酢
・
リ
ン
ゴ
酢
・
合

成
酢
な
ど
）

●
調
味
酢（
す
し
酢
・
甘
酢
な
ど
）

●
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
タ
イ
プ
調
味
料

＊
食
用
油
を
使
用
し
て
い
る
物
は

除
き
ま
す
。

＊
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
は
外
し
て
「
そ

の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包

装
」
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
資
源
循
環
推
進
課

℡
２
２
４-

５
９
０
８

国民健康保険高齢受給者証が変わります
国民健康保険（国保）に加入している70歳以上の方に、新しい受給
者証をお送りします
現在使用している高齢受給者証（藤色）は、７月31日斥まで有効

です。８月１日昔からは、新しい受給者証（黄色）に変わります。こ

の受給者証は、７月25日昔に発送する予定です。届いた受給者証の

記載内容に誤りがある場合は、国民健康保険課（本庁舎２階）へご連

絡ください。高齢受給者証は、世帯主が国保に加入していなくても、

世帯主あてに送付します。現在使用している高齢受給者証は、８月以

降、国民健康保険課・出張所・連絡所へ返却してください。

医療費の負担割合が変更されます
高齢受給者証で医療を受けている方で、現役並みの所得（住民税課

税標準額が145万円以上）がある場合は、医療機関での自己負担が

原則３割となります。ただし、申請により１割になると思われる方に

ついては、７月上旬に申請書を送付しました。

負担割合変更の判定基準は、下表をご覧ください。また、自己負担

割合が１割の方は、来年４月から２割に変更になります。

負担割合

後期高齢者医療制度創設に伴う、自己負担限度額の減額
下の①②の両方を満たす世帯は、負担割合は３割となりますが、医

療費が高額となったときの自己負担限度額は、申請により「現役並み

所得者」ではなく「一般」の区分に減額となります。対象になると思

われる方には、７月上旬に申請書を送付しました。

①世帯内に70歳以上75歳未満の国保被保険者が１人で、住民税課税

標準額が145万円以上かつ総収入額383万円以上

②上記①と同一世帯で、国保から後期高齢者医療制度に移行した方を

含めた総収入額が520万円未満

自己負担限度額(１か月に支払う医療費の限度額)

詳しくは、お尋ねください。

問い合わせ…国民健康保険課・℡224－5836

７ 広報川越№1179・2008.７.25 川越市役所・℡049－224－8811 http://www.city.kawagoe.saitama.jp/

高齢受給者証で医療を課税標準額 受けている世帯員数慎 慎の総収入額 医療費の負担割合

１人
383万円未満 １割（申請が必要です）
383万円以上 ３割

145万円以上
２人以上

520万円未満 １割（申請が必要です）
520万円以上 ３割

外来のみ 入院＋外来
現役並み所得者 44,400円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
一般の被保険者 12,000円 44,400円

夏の日差しが照りつける７月13日、市無形民俗文化

財「鯨井の万作」が行われる鯨井の夏祭りに出かけま

した。ことしは200人以上の老若男女が参加。60キロ

ほどの獅子頭を先頭に町内を回り、ところどころで万

作踊りを披露します。獅子頭が地区内を清めたあと小
こ

畔
あぜ

川に入ると、担ぎ手は10代の青年にバトンタッチ。

伝統も、こうして引き継がれていきます。

シリーズ 271

［鯨
くじら

井
い

］

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ボ
ト
ル

の
処
分
方
法
が
変
更
に

な
り
ま
し
た

次
の
製
品
の
う
ち
、
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
ボ
ト
ル
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と

し
て
回
収
し
ま
す
。

●
し
ょ
う
ゆ
加
工
品
（
め
ん
つ

ゆ
・
ポ
ン
酢
・
す
き
焼
き
の
た

れ
な
ど
）

●
み
り
ん
風
調
味
料

か
わ
ご
え
都
市
景
観
表
彰

ま
ち
か
ど
審
査
会

「
か
わ
ご
え
都
市
景
観
表
彰
」

は
、
川
越
の
都
市
景
観
を
形
成
す

る
象
徴
と
な
る
も
の
を
表
彰
し
ま

す
。
平
成
二
年
度
か
ら
二
年
ご
と

に
九
回
の
表
彰
を
行
い
、
五
十
作

品
以
上
が
受
賞
し
ま
し
た
。

今
回
も
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
審
査
に
反
映
さ
せ
る
、
応
募
作


